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１．第３次行財政改革アクションプラン策定の趣旨                       

（１）第３次行財政改革アクションプラン策定の趣旨 

本市では、平成２８年度に「行財政改革アクションプラン」を、令和３年度に

は「第２次行財政改革アクションプラン」を策定し、業務効率化や安定的な市民

サービスの提供、また、財政健全化に向けた様々な取組を展開してきました。 

一方で、人口減少や少子高齢化の進行、社会情勢の変化、デジタル技術の進展

など、行政経営を取り巻く環境は日々変化しており、行政経営に求められる役割

や責任はますます高度化・複雑化しています。このような状況のなかで、限られ

た財源や人材を効果的かつ効率的に活用し、持続可能な行政経営を実現するため

には、従来の枠組みにとらわれない抜本的な改革が不可欠です。 

このため、これまで推進してきた行財政改革に磨きをかけ、実効性の高い行財

政改革を行うことを目的に「第３次行財政改革アクションプラン」を策定し、よ

り持続可能で効率的な行政経営体制の構築と時代の要請に応じた柔軟な行政サー

ビスの提供を目指します。 

 

（２）第３次行財政改革アクションプランの位置づけ 

  第３次行財政改革アクションプラン（以下「本プラン」という。）は、本市のまち

づくりの総合的な指針である「第３次横手市総合計画」における「政策７：横手を

思い、市の繁栄を実現させる創造的な行政経営を進めます」を支え、各施策や事業

を効果的かつ効率的に実施するための取組を示すものとして位置づけます。 

 

 

 

第３次横手市総合計画

【政策１】みんなが健康で安心して暮らせる環境と、未来につながるまちづくりを進めます

【政策２】豊かな学びの充実により、生きる力と郷土を愛する心を育みます

【政策３】自然環境を守り、安全で安心なまちづくりを進めます

【政策４】人を呼び、仕事を生み出す産業の振興を図ります

【政策５】地域の特色を生かし安心して暮らし続けられる、リスクに強いまちづくりを

進めます

【政策６】市民と行政が協力し持続可能な地域づくりを進めます

【政策７】横手を思い、市の繁栄を実現させる創造的な行政経営を進めます
〔施策7-1〕効率的な成果重視の行政経営の推進

〔施策7-2〕健全な財政運営の推進

〔施策7-3〕人材育成と人材活用による組織力の向上

『まちの将来像：時代を受け継ぎ 磨き上げ 凛々しく羽ばたくまち よこて』

・横手市行財政改革

アクションプラン

・人材育成基本方針

・定員適正化計画

・デジタル推進計画

・財政計画

・財産経営推進計画
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（３）推進期間 

本プランは、第３次横手市総合計画の政策７を支え、各施策や事業を効果的か

つ効率的に実施するための取組を示すものという位置づけから、同計画の前期基

本計画の期間にあわせ、令和８年度から令和１２年度までの５年間を推進期間と

します。 

 

（４）推進体制 

  本プランは、市民委員で構成される「横手市行財政改革推進委員会」の意見等

を踏まえて「横手市行財政改革推進会議」において本プランの進捗管理を行いな

がら、市全体で目標達成に向けて推進します。 

 

   ①横手市行財政改革推進委員会 

     横手市行財政改革推進委員会設置条例（平成１７年横手市条例第３３３号）

に基づく市長の附属機関であり、学識経験者等の市民委員により構成され、

行財政改革の推進に対し意見を述べ、必要な助言を行います。 

 

   ②横手市行財政改革推進会議 

     横手市行財政改革推進会議規程（平成１８年横手市訓令第１号）に基づく

内部機関であり、市の行財政改革事務改善や計画の策定、実施等に関するこ

とを所掌します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民

横手市

行財政改革

推進委員会

・各担当部署

推進課

経営企画課

人事課・情報政策課

財政課・財産経営課

横手市

行財政改革

推進会議

市 長

行政（市）
諮 問

答 申

参

画

意

見
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２．第３次行財政改革アクションプランの基本的な考え方                   

（１）基本方針及び改革項目 

本プランは、第３次横手市総合計画における『政策７：横手を思い、市の繁

栄を実現させる創造的な行政経営を進めます』を支え、各施策や事業を効果的

かつ効率的に実施するための取組を示すものという位置づけであることから、

第３次総合計画における政策７を基本方針とし、施策７－１から施策７－３ま

でを改革項目とします。 

【基本方針】＝政策 7 

 

 

【改革項目】 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３次総合計画における施策７－１の目指す将来の姿】 

多様な手法により計画的かつ戦略的に事業が執行され、市民満足度の高い行政経

営が行われています。 

 

【第３次総合計画における施策７－２の目指す将来の姿】 

経営資源の最適化によるバランスの取れた健全な財政運営が堅持されています。 

【第３次総合計画における施策７－３の目指す将来の姿】 

変化する社会環境や市民ニーズに柔軟に対応しながら、多様な視点と連携のもと、

職員の能力を最大限に発揮できる組織となっています。 

改革項目１＝施策 7-1  効率的な成果重視の行政経営の推進

改革項目 2＝施策 7-2  健全な財政運営の推進 

改革項目 3＝施策 7-3  人材育成と人材活用による組織力の向上 

横手を思い、市の繁栄を実現させる創造的な行政経営を進めます 
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（２）６つの改革の視点 

  本プランにおいては、取組の方向性を明確化するため、以下の６つの改革の視

点に基づいて改革を実施します。 

 

  【改革の視点】 

 

  【本プランの体系】 

（改革項目） （取組項目）（基本方針） （改革の視点）

【改革項目１】

効率的な成果重視の

行政経営の推進

①行政評価の実効性向上とデータに基づく

事業立案の推進

②行政活動への多様な主体の関与の推進

政策マネジメントの視点

業務マネジメントの視点

財務マネジメントの視点

資産マネジメントの視点

人材マネジメントの視点

組織マネジメントの視点

①業務の見直しによる効率化の推進（重点取組）

②行政手続のオンライン化等を通じた市民の

利便性向上

①事業のビルド＆スクラップと予算の重点配分

による財政効率化（重点取組）

②多様な自主財源確保策の推進

①公共施設の配置の最適化及び保有総量の

圧縮

①人材育成体制の整備

②柔軟な働き方の推進

①適正な人材配置の推進

②組織改革の実効性向上

【改革項目2】

健全な財政運営の推進

【改革項目3】

人材育成と人材活用

による組織力の向上
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（３）取組の方向性 

  ①政策マネジメントの視点 

行政経営における政策マネジメントとは、限られた経営資源のなかで、市民

ニーズや行政課題に的確に対応し、効果的かつ効率的に政策を企画・実施・評

価・改善する一連の管理プロセスを指します。政策マネジメントの重要性は、

複雑化・多様化する行政課題に対し、客観的なデータや成果指標に基づく意思

決定を可能にする点にあります。これにより、施策の優先順位付けや資源配分

が合理的に行われ、限られた予算や人材を最大限活用することにつながります。 

本市においては、平成２８年度から行政評価※制度を軸に計画と予算が連動す

る行政経営システムの運用を開始しましたが、当該システムを効果的に活用す

ることはもとより、ＰＤＣＡサイクルに基づいた継続的な施策評価と改善、事

業の見直し等を行い、成果志向の施策や事業を展開することで、最小の経費で

最大の効果を上げられる市民満足度の高い行政経営を行います。 

また、市民が必要とする情報を様々な媒体を通じて適宜的確に発信すること

で、市政への市民参画を促します。さらに、専門知識を有する企業・団体や地

域課題の解決、地域貢献を重視する企業との共創に向けた取組の推進のほか、

まちづくりアンケートを活用することにより、多様な市民ニーズに合わせた実

効性の高い施策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行政評価…総合計画に基づく政策体系に合わせて、その成果や実績などをもとに、有効性・効率性などの視点から評価・ 

  分析し、その結果を改善に結び付ける仕組み 

※ＥＢＰＭ…「エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング（証拠に基づく政策立案）」。定性的・経験的なものや過去の慣

行ではなく、統計や各種データ等の定量的・客観的な証拠によって、政策の企画立案・検証・改善を行うこと 

【取組項目】 

  〇行政評価の実効性向上とデータに基づく事業立案の推進    

・行政評価制度の継続実施 

   ・行政評価制度の実効性の向上 

   ・ＥＢＰＭ※の推進 

 

 〇行政活動への多様な主体の関与の推進 

  ・住民参加の機会創出と促進 

   ・専門知識を有する企業や団体との共創 
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  ②業務マネジメントの視点 

社会情勢が目まぐるしく変化し、行政経営に対する市民ニーズが多様化・複

雑化してきているなかで、行政サービスの維持・向上と効率的な行政経営を両

立するためには、業務プロセスを最適化し、また、柔軟に行政サービスを提供

する必要があります。そのため、既存の業務プロセスを根本から見直し、抜本

的な再設計を行うことにより、業務の効率化を図ります。加えて、急速に普及

してきている生成ＡＩ※の活用やアウトソーシング、ＲＰＡ※、ＡＩ－ＯＣＲ※な

どの適用業務を拡大することにより、業務のスピードアップや質の向上、職員

の業務負担軽減に取り組みます。 

また、行政サービスの提供については、オンライン手続の拡大や「書かない

ワンストップ窓口」※の運用など、市民の利便性向上に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※生成ＡＩ…テキスト、画像、音声、動画などの新たなコンテンツを学習したデータを基に自動で生成する人工知能 

 ※ＲＰＡ…「ロボティック・プロセス・オートメーション」。人がパソコン上で行っている事務作業を自動化するソフト 

ウェアロボット技術 

 ※ＡＩ－ＯＣＲ…ＡＩ技術を活用することにより、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識 

機能 

※書かないワンストップ窓口…引っ越しや出産などのライフイベントに関する手続のために市役所を訪れた際、「１カ所の 

窓口」で「申請書に記入することなく」各種手続を行うことができる仕組み 

 

【取組項目】 

  〇業務の見直しによる効率化の推進    

・業務効率化の推進    

   ・デジタルツールの活用推進 

   ・業務改善の推進 

 

  〇行政手続のオンライン化等を通じた市民の利便性向上    

   ・オンライン手続の拡大 

・書かないワンストップ窓口の運用 
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【参考データ】２０２５横手市まちづくりアンケート結果 

（ア）各施策別の重要度・満足度の調査結果 

 ◆調査対象：横手市在住の満１８歳以上の市民 

 ◆調査時期：令和７年５月１９日～６月１３日 

 ◆回収状況：回収数１，０３３通／発送数３，０００通（回収率３４．４％） 

項目 重要度 満足度 ポイント差B-A

1.児童福祉（子育て支援）の充実　　 5.21 4.07 △ 1.14

2.保健活動・健康づくりの推進　　　 5.01 4.09 △ 0.92

3.高齢者福祉の充実　　　　　　　　 5.03 3.74 △ 1.29

4.障がい者（児）福祉の充実　　　　 4.95 3.90 △ 1.05

5.低所得者福祉の向上　　　　　　　 4.68 3.60 △ 1.08

6.地域福祉の向上　　　　　　　　　 4.72 3.84 △ 0.88

7.学校教育の充実　　　　　　　　　 5.04 3.88 △ 1.16

8.教育環境の整備　　　　　　　　　 4.94 3.98 △ 0.96

9.スポーツ・レクリエーションの振興 4.33 3.82 △ 0.51

10.生涯学習の推進　　　　　　　　　 4.29 3.89 △ 0.40

11.地域文化の振興　　　　　　　　　 4.32 4.01 △ 0.31

12.交通安全・防犯対策の推進　　　　 4.87 3.98 △ 0.89

13.自然環境と快適な生活環境の保全　 4.78 3.84 △ 0.94

14.消防・防災体制の充実　　　　　　 5.01 4.19 △ 0.82

15.環境保全政策の充実　　　　　　　 4.94 4.29 △ 0.65

16.省エネ・地球温暖化防止活動の推進 4.54 3.95 △ 0.59

17.農林業の振興　　　　　　　　　　 4.87 3.64 △ 1.23

18.商業の振興　　　　　　　　　　　 4.70 3.38 △ 1.32

19.工業の振興　　　　　　　　　　　 4.76 3.59 △ 1.17

20.観光の振興　　　　　　　　　　　 4.77 3.59 △ 1.18

21.企業誘致の推進と雇用対策　　　　 4.98 3.45 △ 1.53

22.雪対策の充実　　　　　　　　　　 5.46 3.52 △ 1.94

23.道路網の整備　　　　　　　　　　 4.87 3.60 △ 1.27

24.公共交通機関の利便性の向上　　　 4.93 3.26 △ 1.67

25.市街地等各拠点地区の整備　　　　 4.40 3.62 △ 0.78

26.上水道の整備　　　　　　　　　　 5.14 3.91 △ 1.23

27.下水道等の整備　　　　　　　　　 5.02 3.76 △ 1.26

28.公園・緑地の整備　　　　　　　　 4.55 3.65 △ 0.90

29.市民との協働・活動支援　　　　　 4.26 3.81 △ 0.45

30.男女共同参画社会づくりの推進　　 4.43 3.76 △ 0.67

31.広報・広聴の推進　　　　　　　　 4.45 3.92 △ 0.53

32.他自治体等との連携・交流の推進　 4.34 3.73 △ 0.61

33.成果重視の行政運営の確立　　　　 4.55 3.56 △ 0.99

34.市職員の資質向上　　　　　　　　 4.89 3.44 △ 1.45

35.横手市の取り組み全般の満足度 3.70

平均 4.77 3.77 △ 1.00

　※各項目6点満点（[6点=非常に満足」「5点=満足」「4点＝やや満足」「3点＝やや不満」「2点＝不満」「1点＝非常に不満」
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※重要度と満足度の比較 
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1.児童福祉（子育て支援）の充実

2.保健活動・健康づくりの推進

3.高齢者福祉の充実

4.障がい者（児）福祉の充実

5.低所得者福祉の向上

6.地域福祉の向上

7.学校教育の充実

8.教育環境の整備

9.スポーツ・レクリエーションの振興

10.生涯学習の推進

11.地域文化の振興

12.交通安全・防犯対策の推進

13.自然環境と快適な生活環境の保全

14.消防・防災体制の充実

15.環境保全政策の充実

16.省エネ・地球温暖化防止活動の推進

17.農林業の振興

18.商業の振興

19.工業の振興

20.観光の振興

21.企業誘致の推進と雇用対策

22.雪対策の充実

23.道路網の整備

24.公共交通機関の利便性の向上

25.市街地等各拠点地区の整備

26.上水道の整備

27.下水道等の整備

28.公園・緑地の整備

29.市民との協働・活動支援

30.男女共同参画社会づくりの推進

31.広報・広聴の推進

32.他自治体等との連携・交流の推進

33.成果重視の行政運営の確立

34.市職員の資質向上

重要度 満足度
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（イ）施策別の満足度結果 

（ウ）市政全般に対する満足度の推移 
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13.自然環境と快適な生活環境の保全

14.消防・防災体制の充実

15.環境保全政策の充実

16.省エネ・地球温暖化防止活動の推進

17.農林業の振興

18.商業の振興

19.工業の振興

20.観光の振興

21.企業誘致の推進と雇用対策

22.雪対策の充実

23.道路網の整備

24.公共交通機関の利便性の向上

25.市街地等各拠点地区の整備

26.上水道の整備

27.下水道等の整備

28.公園・緑地の整備

29.市民との協働・活動支援

30.男女共同参画社会づくりの推進

31.広報・広聴の推進

32.他自治体等との連携・交流の推進

33.成果重視の行政運営の確立

34.市職員の資質向上

35.横手市の取り組み全般の満足度
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③財務マネジメントの視点 

今後も将来世代に過度の負担を強いることなく、持続可能な財政運営を確立

するためには、中長期的な収支均衡を図るとともに、事務事業の不断の見直し

を軸とした戦略的施策の展開と新たな財源を多角的に確保することが必要です。 

そのため、歳出においては、施策展開にあたって合理的な事業選択と抜本的

な事業の見直しによる歳出抑制を図り、成果重視型の予算編成を行うことで、

真に必要な行政サービスを継続的に提供します。歳入においては、収入確保の

ため債権管理を一層強化するとともに、ネーミングライツ※やインターネットオ

ークション等の活用による自主財源確保の取組を推進します。 

令和７年度に実施した公の施設における使用料の見直し（受益者負担※の見

直し）については、改定が利用状況等に与える影響を検証しつつ、継続的に減

免基準を含めた見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ネーミングライツ…市と民間団体等との契約により、市の施設等に愛称等を付与させる代わりに、当該団体からその対価等 

を得て、施設の持続可能な運営に資する手法 

※受益者負担…利益を受けるものが原則としてその利益に見合った経費を負担する考え方 

【取組項目】 

  ○事業のビルド＆スクラップと予算の重点配分による財政効率化    

・自発的なビルド＆スクラップの実施 

   ・より戦略的な施策展開を図るための予算編成手法の見直し 

   ・補助金の継続見直し 

 

  ○多様な自主財源確保策の推進 

・多様な自主財源確保策の拡充 

   ・債権管理の一層の強化    

・公共サービスの受益者負担の適正化 
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④資産マネジメントの視点 

本市においては、平成２８年に策定した横手市財産経営推進計画（ＦＭ計画）

に基づき、公共施設を計画的に維持管理し、有効活用を図ることで、時代の変化

に対応した公共サービスの提供と持続可能な行政経営の確立に資することを目指

して取り組みを進めています。 

人口減少が進行するなかで、人口に対して公共施設が過多となっている状況に

対し、公共施設の「機能」の移転・集約や「建物」の統合・複合化などを進める

ことにより、施設の延べ床面積の縮減が一定程度進んできているものの、各施設

の老朽化も進行しているため、依然として維持管理や修繕には多くの費用を要し

ています。 

限られた予算のなかで、効果的かつ効率的な行政経営を進めていくためには、

ＦＭ計画のさらなる推進が不可欠であり、市が将来にわたって保有し続けていく

べき財産を明確にし、ＦＭ計画の再配置方針に基づく施設の廃止や統合、長寿命

化などを確実に進めることで、公共施設の配置の最適化と保有総量の圧縮を図り

ます。 

また、空き公共施設や遊休地については、サウンディング型市場調査※等により

利活用の可能性を常に模索しながら、貸付や売却が見込めるものについては積極

的に公売等の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サウンディング型市場調査…事業発案段階や事業化検討段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話

により民間事業者の意見や新たな事業提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展さ

せるための情報収集を目的とした手法 

【取組項目】 

  ○公共施設の配置の最適化及び保有総量の圧縮 

・横手市財産経営推進計画（ＦＭ計画）、公共施設個別施設計画の推進 

・老朽化施設等の計画的な解体 

 ・固定資産台帳の更新と活用 

・空き公共施設や遊休地の利活用の推進 
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【参考データ】 

（エ）一般会計 歳出決算額（性質別）の推移           （単位：億円） 

 

（オ）一般会計 義務的経費の内訳                （単位：億円） 
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（カ）財政調整基金残高及び財政調整基金取崩額の推移        （単位：億円） 

 

 

（キ）建物系公共施設の延べ床面積・市内の公共施設数 
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⑤人材マネジメントの視点 

    行政経営において人材マネジメントは、組織の持続的な発展と質の高い住民

サービスの提供を実現するための基盤となる重要な要素であり、様々な行政課

題に対して的確に対応するためには、職員一人ひとりが高い専門性と柔軟な対

応力を持ち、組織全体としての総合力を高めることが不可欠です。そのため、

各段階に応じた研修やＯＪＴ、自己啓発支援などを体系的に実施することで、

職員個々の専門知識やマネジメント能力、課題解決能力の着実な向上を図りま

す。さらに、明確な目標設定や成果の見える化、定期的なフィードバックを通

じて、適正な人事評価を行い、職員が自らの役割や貢献度を実感できる環境を

整えることにより、組織の活性化を推進します。 

また、令和６年度から導入した時差出勤制度等を含め、多様で柔軟な働き方

ができる環境づくりを進めることで、職員が育児や介護などをはじめとした

様々な事情を抱えていても、生き生きと働くことのできる体制を整備します。

さらに、それぞれの職員が望む最適な働き方を実現できる仕組みを整えること

で、優秀な人材の確保・定着や職員個々のモチベーション向上、これらによる

組織の生産性向上に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組項目】 

  〇人材育成体制の整備 

   ・職員の資質向上と能力の習得を図るための研修の実施 

   ・人事評価の実施と制度の見直し 

   ・昇任試験の実施と制度の見直し 

   ・人材育成基本計画の見直し 

  〇柔軟な働き方の推進 

   ・多様で柔軟な働き方ができる環境づくりの推進 
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⑥組織マネジメントの視点 

市民ニーズの多様化・複雑化に起因し、既存の組織体制のままでは、必要な

行政サービスを的確に提供することが困難になる状況が想定されます。加えて、

若年層を中心に公務員への就職希望者が減少する一方、退職者が増加するなど

人材確保に係る環境は厳しさを増しており、職員の確保は喫緊の課題となって

います。このような状況のなかで行政経営においては、柔軟で活力のある組織

体制の構築と限られた人員で最大の効果を発揮する仕組みづくりが求められて

います。 

令和８年度から開始する第４次定員適正化計画においては、定年年齢の引き

上げ等に伴い高年齢層の働き方が多様化することを見込み、組織全体の年齢構

成の平準化や経験豊富な職員の知識・技術の継承を意識したうえで、適正な定

員管理を進めることを基本方針としており、当該計画に基づいて持続可能な組

織体制の構築を目指します。 

また、組織改革においては、組織機構の再編により組織全体の最適化、活性

化を図るとともに、快適で働きやすい職場風土を醸成し、市民満足度と職員満

足度の向上を同時に実現する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組項目】 

  〇適正な人材配置の推進    

・第４次定員適正化計画の推進 

・定年年齢引上げへの対応 

・計画的な職員採用 

・会計年度任用職員の適正配置 

  〇組織改革の実効性向上    

・組織機構再編の実施 

   ・快適で働きやすい職場風土の醸成 
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【参考データ】 

（ク）職員数の推移                        （単位：人） 

 

（ケ）部門別職員数（近隣自治体比較）                （単位：人） 

※総務省：地方公共団体定員管理調査（平成 6年 4月 1日現在） ※消防及び公営企業等除く。 
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（コ）職員満足度アンケート結果（２０２４年） 

・個別項目の満足度（意向度）/数値の高い順に並べ替え 

 

 

 

 

No. 項目 満足度 前回値 増減

1 誇りや使命感 94.2% 89.3% 4.9%

2 情報共有 90.8% 86.9% 3.8%

3 やりがい 86.5% 76.6% 9.9%

4 協力し合う風土 86.0% 76.1% 9.9%

5 職場の人間関係 85.7% 79.8% 5.8%

6 自身の成長 85.4% 71.0% 14.4%

7 参画の機会 84.4% 76.4% 8.0%

8 関係部署との連携 84.4% 72.5% 11.9%

9 労働時間 84.2% 74.0% 10.2%

10 自身の目標 83.9% 67.3% 16.5%

11 休暇の取得 83.7% 74.2% 9.5%

12 後輩の育成 83.3% 74.3% 9.0%

13 ワークライフバランス 79.5% 65.9% 13.6%

14 見合った給与 76.7% 59.1% 17.6%

15 就業意欲 75.6% 64.9% 10.7%

16 自身への評価 75.2% 59.3% 15.9%

17 職員研修 74.7% 55.4% 19.4%

18 業務の見直し 73.0% 55.6% 17.4%

19 キャリア形成 72.8% 49.4% 23.5%

20 精神的な安定 62.3% 45.8% 16.5%

21 職場の物理的環境 59.6% 52.3% 7.3%

22 人事給与制度 47.1% 29.2% 17.9%

23 昇任に対する意欲 46.9% 35.4% 11.5%
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・重要度と満足度の偏差値 
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横手市行財政改革推進委員会 委員名簿 

 

■委員 

職  名 氏  名 

委員長 畠山 尚弥 

副委員長 岡部 えり子 

委員 伊藤 英幸 

委員 伊藤 美緒 

委員 柿崎 聡 

委員 小松田 禎 

委員 佐々木 百合子 

委員 中村 正子 

五十音順（委員長、副委員長を除く。） 

19


